
委嘱式及び第１回松戸市勤労会館及び松戸市市民センター 

指定管理者候補者審査委員会（南部グループ）議事録 

 

１．日時  令和７年 10月７日（火） 13時 15分～14時 40分 

２．場所  松戸市勤労会館 ２階会議室（B・C） 

３．出席者 

 ≪審査委員≫ 

委員長  関谷 昇   （学識経験者） 

副委員長 橋本 貢一  経済振興部長（市職員） 

委員   石井 紀子  （学識経験者） 

委員   加藤 和孝  （有識者） 

委員   上野 真一  市民部長（市職員） 

委員   小宮 光生  総務部参事監兼行政経営課長（市職員） 

 

≪事務局≫ 

市民自治課 

 窪田 哲也 課長、田中 晃一 専門監、白鳥 康一 課長補佐、 

 樋口 勝利 主査、吉田 孝弥 主任主事、植木 翔吾 主任主事 

 商工振興課 

   中平 治 課長、山崎 悟 課長補佐、田中 文 主任主事、丸山 亜紗子 主事 

 

４．次第 

委嘱式 

① 委嘱状の交付 

② 委員紹介 

③ 事務局紹介 

第１回松戸市指定管理者候補者審査委員会 

松戸市勤労会館及び松戸市市民センター（南部グループ） 

（１）開会 

（２）議事 

① 委員長及び副委員長の選任について 

② 松戸市勤労会館及び松戸市市民センター指定管理者候補者審査委員会の 

諮問について 

③ 応募状況の報告（応募資格確認結果の報告含む） 

④ 応募者との利害関係に関する注意及び説明 

⑤ 審査評価表（案）の説明及び審議 



⑥ プレゼンテーション審査の実施について 

⑦ その他 

（３）閉会 

 

５．配付資料 

（１）松戸市勤労会館及び松戸市市民センター指定管理者候補者審査委員会委員名簿 

（２）委嘱式及び第１回松戸市指定管理者候補者審査委員会 松戸市勤労会館及び 

      松戸市市民センター（南部グループ） タイムスケジュール 

（３）諮問書（写）（議事②） 

（４）応募団体一覧表（議事③） 

（５）利害関係確認書（議事④） 

（６）松戸市勤労会館及び松戸市市民センター  

指定管理者審査評価表（案）（議事⑤） 

（７）応募団体財務分析（写）（議事⑤） 

（８）審査委員会スケジュール 

 

６．議事概要 

［外部委員］Ａ委員、Ｂ委員、Ｃ委員 

［内部委員］Ｄ委員、Ｅ委員、Ｆ委員 

 

委嘱式 

① 委嘱状の交付 

各委員に対して、委嘱状を交付。 

② 委員自己紹介 

各委員より自己紹介をいただく。 

③ 事務局紹介 

 

第１回松戸市指定管理者候補者審査委員会 

松戸市勤労会館及び松戸市市民センター（南部グループ） 

① 委員長及び副委員長の選任について 

委員長に関谷委員を、副委員長として橋本委員を互選により選出。 

② 松戸市勤労会館及び松戸市市民センター指定管理者候補者審査委員会の諮問に 

ついて市長から本委員会に対してなされた諮問の内容について事務局より説明。 

③ 応募状況の報告（応募資格確認結果の報告含む） 

応募があった団体について、応募資格の確認を行い、応募資格上問題が無い旨を事

務局より説明。 



④ 応募者との利害関係に関する注意及び説明 

 審査の公平性、公正性を保つため、応募があった団体と利害関係にないか、併せ 

 て、守秘義務の遵守について委員に確認を行い、利害関係確認書へ署名を頂き、 

 回収。 

⑤ 審査評価表（案）の説明及び審議 

事務局にて作成した審査評価表（案）について説明を行い、審査項目等の内容につ 

いて確認を行うとともに、審査評価表の内容及び最低基準点は 120点満点の６割の 

72点とすることを決定。 

⑥ プレゼンテーション審査の実施について（南部グループ） 

   Ａ者がプレゼンテーションにて、提案内容を発表した。 

   その後、Ａ者と委員による質疑応答を行った。 

 

＜Ａ者 質疑応答＞ 

【Ｃ委員】 

 よく地域福祉というようにお話を聞きますけれども、具体的にはどのような対策を持っ

ておりますでしょうか。 

【Ａ者】 

 地域福祉と言っても様々な形があると思っておりますが、我々としてはボランティアに

参加される方々への情報の提供であるとか、こういうことがありますよとか、あとは市民団

体の活動のサポートですね。主にそういったところに携わっていければと思っております。 

 あとは松戸市内で活動されている様々な団体様と協力し合いながら、この南部グループ

の施設というものを生かし、しっかりと協議しながら業務にあたっていきたいと考えてお

ります。 

【Ｄ委員】 

 考え方の確認なのですけれども、光熱水費等については、一時期ばっと上がりましたけれ

ど落ち着いている状況です。逆に人件費が今かなり上がっているところだと思うのですが、

４年間のそこの部分の考え方と、どのような感じで上げていっているか、もしくは例えば人

件費の方がこのまま上げ止まりした場合、当然余剰金みたいなものが出ると思うのですが、

そこについての考え方を教えていただければと思います。 

【Ａ者】 

 まず、人件費の部分ですけれども、現指定管理期間ですね。社員アルバイトとも令和３年 ・

2021 年をベースに算出をさせていただきました。昨今の物価上昇を、その時点で正直読み

きれなかったという部分がございます。 

 常用職員に関しましては、給与水準が上がっているというところを加味させていただい

て各年度２％ずつ上昇を見込んでいます。アルバイトに関しましては、最低賃金の上昇、あ

とは福利厚生費の増加、有給消化を取得するというところもございますので、そこの部分を



加味させていただいて、各年度５％ずつ上昇を見込んでいます。 

 最低賃金は当初ですね、2021 年度は 950 円、確か幾らだったのですね。今、実際もう上

がって各年度５％ずつ上昇していますので、その部分の５％を各年度に掛けさせていただ

いています。 

 考え方としては、実際に上昇が止まった時点で市の方とご相談させていただいて、その部

分に余剰が出た分に関しましては、何か市に還元できるものがあったり、施設の利用者に対

して何かを講じて施設の方・利用者の方に何かを還元できるようなところをご相談させて

いただいて、その点は我々が全部もらうのではなくて、何かしらの還元をしたいなと思って

おりますので、その時点でご相談はさせていただきたいと思っています。 

【Ｄ委員】 

 あともう 1つなのですけど、一般管理費とあると思うのですけれど、ここは内訳というか

どういったものが含まれるのかを教えていただければと思います。 

【Ａ者】 

 一般管理費について、これ繰り返しとなって大変恐縮なのですが、昨今の物価上昇だった

り、先行き不透明なところがありますので、企業としてもそこら辺で大きな影響を与えるも

のだと考えております。 

 今回の申請においては、当社の直近の企業の管理費からしっかり算出して、そのパーセン

テージを掛けさせていただいています。 

 その企業活動としてですね、本社機能だったり、支店機能ということがございます。その

点で、営業部員を増やしたり、管理運営をする運営担当者を増やしているというのが正直ご

ざいます。 

 それは企業活動の中でもやっているのですが、それを増やすことによって、実際に企業の

企業力が向上したり、スタッフのスキル向上に努めていて、その部分の力をつけさせていた

だいて、その力を施設を利用する方々に対して、サービスとして提供できるかなと考えてお

りますので、その部分でしっかりと今回は企業の数値を算出し、その部分を一般管理費とし

て申請させていただいています。 

【Ｂ委員】 

 アンケート調査やヒアリングというところで、盲・ろう・養護学校であったり、福祉施設

とか、あと実際に親御さんも含めてですね、様々なニーズを調査していくというのがあった

のですが、研修等については、なかなか福祉系のことが見えてこなかったので、どのように

お考えですか。また、性的マイノリティの方への関わりとかがあるのですが、当然そういっ

たことが明確にならないように自然に利用したいというように思っておられる方もいると

思うので、どういった配慮があるのか教えていただければと思います。 

【Ａ者】 

 研修については接客とか、一般的なものの研修を行いつつ福祉系については、例えば我々

の事業として介護予防教室なども携わっておりますので、介護の知識などの研修もさせて



いただきたいと考えております。 

 次に性的マイノリティの方々への配慮ですけれども、当然そういったところを明るみに

というか、表には出さず利用されたいという方々がいるところに関しましては、当然できる

限りのことはさせていただきたいと思っております。施設を運営していく中で、そういった

ご相談をお電話でいただくことがあります。私身体は男性なのだけれども心は女性なので

すというようなご相談をいただいたりします。そういった方々に対しては真摯に、どのよう

にこの施設を使いたいのかというところをヒアリングした上で、施設の運営に反映させて

いただきながら、そういった声を集約してどのような方々がいらっしゃるのかというのを

しっかりと把握した上で施設運営に反映していきたいと考えております。 

【Ｂ委員】 

 そのように開示される方ももちろんおられるし、開示しないで自然にいろいろなところ

を使いたいという方もおられるかと思うので、例えば多目的トイレの拡充だったりとか、更

衣室が個別で使えるようなものだったりとか、そういったところが自然に選べるような感

じに今後していただけるとありがたいなと思います。 

【Ｆ委員】 

 ２点ほどお聞かせください。まずこちらの勤労会館でもヨガとか ZUMBAとか、工夫してい

ろいろと講座をやっていただいて非常に人気だと聞いておりますので非常にありがたく思

っております。 

 勤労会館と市民センターそれぞれ厳密に言えば設置目的が多少違うところがございます。

そういったことをとらえて、その運営について注意をされているところというか、意識され

ているところがあるかということがまず１点目。 

 ２点目が、先ほどのプレゼンの中で、経費削減のために省エネルギー対策とか DX化を進

めていきたいというようなことをおっしゃっておられたと思うのですが、具体的にどのよ

うに経費削減を図っていくのか、もう少し詳しく聞かせいただければと思います。 

【Ａ者】 

 まず１点目の設置目的が市民センターと勤労会館で違うところとして意識しているとこ

ろは、勤労会館においては勤労者の方の施設というところで、先ほどプレゼンの中でありま

したリカンレント教育であったりとか、あとは実践的なスキルが身につく、そういった講座

をしっかりと行っていくところと、そういった情報を発信し勤労者の方々に使っていただ

けるように努力はさせていただいております。 

 市民センターについては、どちらかというと地域の方々の交流がメインになってくると

ころになってきますので、自主事業のヨガであったりとか、趣味の方々が活動できる場所の

提供であったり、活動団体の発表の場の提供をさせていただいたり、そういったところで市

民の交流の活性化をしていければなと考えております。 

 ２点目の経費削減のところにつきましては、基本的に電気代の省エネルギーに関しまし

ては、本当に細かいところなのですが、徹底した節電ですね。諸室の電気をつけっ放しにし



ないだとか、もちろん我々従業員としてもそうなのですが、利用者の方々にも呼びかけさせ

ていただいて徹底しております。 

 あとは電気料金の供給業者についても今自由化が進んでおりますので、１社にお願いす

るのではなく、そこが少し高くなってきたら再度見直しを毎年度図ることで経費削減の努

力はさせていただいております。 

 あと DX化につきましては、数年前までは我々勤怠管理を紙のタイムカードで行っていた

のですが、今それを電子化にしまして、かなり作業としては従業員の負担が減っています。

すなわち残業時間が減ったりといったところで経費の削減が図れているという現状がござ

いますので、これをしっかりと継続していくというように考えております。 

【Ｅ委員】 

 様々な施設を管理されていますが、どこかの施設で何か問題が起きたときに、それについ

て各施設にどのように共有体制が引かれているのかということと、それに対する社員の

方々やアルバイトさんも含めた研修体制というのはどのようになっているかということに

ついて確認させていただきたいのが１点。 

 もう１点は少しお願いにはなるのですけれども、この指定管理者制度につきましては、民

間のノウハウを活用した中で施設管理の効率性などを目的として導入されているところな

のですけども、当然我々公金が入っている中で、サービス水準の向上が期待されるのですが、

一方でコスト削減をしていただくという努力の中でですね、逆に言うと従業員の方々にし

わ寄せがいっている可能性があるといったところがございまして、そういった中で経費は

賃金上昇に合わせて要求されているようではございますが、全国見ますと引き続き低賃金

であるとか、長時間労働、或いは社会保険未加入と言った事態も聞き及ぶ部分がございます。 

 そういった中で我々松戸市としましては、社会保険労務士さんを活用させていただきま

して労働条件審査を導入する予定となってございます。仮に指定管理者となられた場合は、

４年間ということで指定期間を設定させていただいているのですけども、その中で１回以

上、労働条件審査を受けていただくことが可能か確認させていただきたいと思います。 

【Ａ者】 

 まず 1 点目各センターへの共有の方法につきまして、緊急性を要するような情報の共有

に関しましては、緊急連絡網を設置しておりまして、管理する９施設について、連絡網を発

信しますと、大体 10分間で情報の共有が図れる体制を構築しております。引き続き各セン

ターで様々な事象が発生すると思われますので、引き続き実施 ・設置していきたいと思って

おります。 

 研修につきましても、緊急の事故が発生した場合であるとか、松戸市で導入されている予

約システムも様々な事象が発生しますので、そういったときに緊急連絡網を活用するとい

うのももちろんなのですが、北部グループや稔台連合町会にも統括責任者の方と情報共有

を図り、１つの施設で完結ではなくて、もちろん市の職員さんも含めて情報共有と協議をし

っかりと固めた上で連絡を取り合うようにしております。 



 勤怠管理に関しましては、当グループの方で、勤怠システムというものを導入しておりま

して、簡単に言うと、適切な労働時間、休憩時間、あと有給の取得ですね、こういったとこ

ろをシステム化しております。支店の総務と本社の総務とも連携しておりまして、もし適切

に管理ができていないといった場合には事前にアナウンスを行って、統括責任者の方から

対象となるスタッフに改善であるとか、要望の吸い上げ、そういった勤怠管理を徹底してお

ります。 

 こちらの方も引き続きですね、今、賃金の上昇であるとか、労務コンプライアンスの問題

も複雑化しておりますので、適正に管理していきたいと考えております。 

 最後の従業員の働き方であったりとか、そういったところの監査につきましては、我々と

しても随時対応できるようにはしておりますので、ご協力はさせていただきたいと考えて

おります。 

【Ｅ委員】 

 労働条件審査につきましては、法令違反を指摘するということではなくてですね、より良

い労働環境を整備することということで理解してございますので、関係法令の解釈や変更

点ですね、ポイント等を事前にわかりやすく伝える機会であるというように捉えていただ

ければと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【Ａ委員】 

 事業計画の最初のところですね、市民との関係というのは受動的にではなくて、能動的に

いくというようなことが謳われていて、公共施設、特にその地域とか市民との関係を充実さ

せていく拠点の運用というのが非常に大事な視点だと思いますね。多くのケースでやはり、

例えば場所を提供するとかというような形でどうしても能動的というよりは受動的になり

がちなところもありますが、市民に積極的に働きかけていくということの具体的な事業イ

メージというのが少しイメージしづらかったので、もう少し補足していただければと思い

ます。 

【Ａ者】 

 おっしゃる通り場所の提供だけですと受動的な施設になってしまうので、その場所をそ

もそもどう使える施設なのか、何の施設なのかという認知度を上げることも、昨今の公共施

設においては課題となっております。まずは認知度を向上させるというところで、施設を知

ってもらい、かつ、ここの施設はこういうことができますよ、と幅広く知ってもらうことに

よって市民の方々に来ていただく。あとは来た時にどのように使ったらいいかわからない、

というところに対して我々がこういった使い方ができますよ、としっかりとサポートして

いく。 

 あとは市民からの要望ですね、こういうようなことをやりたい、使いたいというところに

関してできる限り我々としてその要望に応えられるように、しっかりと積極的に動きなが

ら、市民の方々の声や要望をしっかりと受け取って動いていくというような施設運営を目

指しております。 



【Ａ委員】 

 そういう情報を発信していくのは非常に大事だと思いますけれども、例えばさきほどの

コワーキングスペースのように、働いている人と市民活動の方々というのは全然交わらな

いのです、地域の中でやはり業界ごとに情報の共有というのが限られてしまう。 

 だからそういう従来の垣根を越えたような情報発信、共有ということで、行政も非常にご

苦労されているところですが、何か積極的な売りというのはありますか。 

【Ａ者】 

 まず、具体的な部分といたしましては、高齢者の運動指導というものを各施設で行ってお

りまして、その中で、ボランティアとして、参加者を指導者に変えて、地域の方々に運動指

導してもらおうという、ボランティア育成指導というもの等も行っております。 

 地域のコミュニティづくりについて、今おっしゃられた勤労者につきましては、やはり日

中、平日は当然勤務されておりますので、関わりがないと。じゃあどこで関われるかと言い

ますと、土日のお休みなのですよね。 

 そこはやはり松戸市さんの協力が必要なのですが、地域のコミュニティマスになるとか、

そういったイベントに参加していただいて、そこからこの施設は何をしているのかという

情報を提供します。また、最近は SNSを活用いたしまして、インスタグラマーの方々に活動

報告していただいています。皆さんお仕事をしながらでも、夜はインスタを見ていただいて、

そこでその施設では何をしているかが広まってきています。実例でお伝えしますと、静岡や

埼玉では現にもう昨年からこういった取り組みをしておりまして、認知度が高まっている

という数字的な根拠も出てきております。こういったものを、今後は松戸市様におきまして

も展開していけたら、コミュニティが広がっていくのではないかなというように感じてお

ります。 

 また共有という部分のご質問をいただきましたが、それにつきましては現場内の９施設

の連携というものは先ほど申し上げた通り取り組んでいますが、実は弊社は 536 施設を全

国で管理させていただいておりまして、月に１度全国の支店長会議というものを Web で行

っております。 

 また、全国運営会議というものも別で行っておりまして、全体的な好事例、もちろん不祥

事といいますか、小さいものですが、何か失敗してしまった例等を支店長会議や運営会議で

共有して、それを現場に反映させてヒヤリハットという事例に対応していくというような

取り組みをしています。 

 

＜Ａ者 質疑応答 終了＞ 

質疑応答終了後、応募団体が退席したのち、委員間での意見交換を行った。 

 

＜委員 意見交換＞ 

【Ｃ委員】 



 私は市民センターをいろいろ使わせていただいている中で、指定管理者が情報発信して

ボランティアと一緒にやっていこうというのは見られないのですね。 

 要するにこれから情報発信をやっていきますと言いながらも、私的には少し希薄的だな

との考え方を持っております。あまり積極的ではない。ただ施設管理をして貸し出しを行っ

ているというようにしか感じないですね。 

 施設をどういうように認知度を深めていくとか、いろいろお話してましたけども、そうい

うところが少し足りないのじゃないかなといつも感じていました。 

【Ａ委員】 

 どうしてもなかなか管理という部分にウエイトを置かれると、市民をどのように巻き込

んでいけるかという交流的な部分が少し弱くなりがちというところもあります。ご指摘い

ただいている部分というのは確かに 1つポイントかなというように思います。 

 賃金上昇とか物価高とか、その辺への把握の仕方とか、対応 ・考え方とか、どのようにお

考えですか。 

【Ｄ委員】 

 ４年後を読むというのは非常に難しい。現行の会社が４年前に積算した段階の人件費に

しても、今とはちょっと釣り合っていないところもありますけれど、国の方でも今 1,500円

ですかね、最低賃金を目指すみたいな話がありますので、それを踏まえてやはり４年後とい

うのは今と同じような感じで上昇していくのかなというように思います。 

 ただ指定管理料がかなり高くなって、最後に例えば余剰が出た時にどうするかという話

があったのですが、なかなかこちらで何％とは指定できませんので、そういったご意見を他

の会社も持っていると思いますのでいろいろ見ていきたいなと思います。 

【Ｃ委員】 

 余剰が出た場合は還元したいっていう話をしていましたよね。 

【Ｄ委員】 

 はい。 

【Ｃ委員】 

 本当でしょうか。 

【Ｄ委員】 

 まあその時々で、例えば修繕が出た時に実際には修繕料を持っていない中でもそこに充

てるとか、そういったことはできるのではないかと思います。 

 中身の細かいところまで見えないのですが、やはり向こうの話を信じるしか。 

【Ｃ委員】 

 まあ、基本的には企業ですから。 

【Ｄ委員】 

 そうですね。当然利益を上げることも必要。ただ参考までに市で例えば運営した場合、市

の職員でやった場合幾らかかるかという人件費の金額を算出した中ではまだ市よりは安く



済むなという状態ではあります。 

【委員長】 

他にはよろしいでしょうか。 

【委員一同】 

はい。 

 

＜意見交換終了＞ 

 

⑦ その他 

事務局から、第２回審査委員会の流れとタイムスケジュールについて説明 

第２回審査委員会の開催通知を配付し、閉会 

 



第２回松戸市勤労会館及び松戸市市民センター 

指定管理者候補者審査委員会（南部グループ）議事録 

 

１．日時  令和 7年 10月 16日（木） 9時 20分～10時 10分 

２．場所  松戸市衛生会館 ３階大会議室 

３．出席者 

≪審査委員≫ 

委員長  関谷 昇   （学識経験者） 

副委員長 橋本 貢一  経済振興部長（市職員） 

委員   石井 紀子  （学識経験者） 

委員   加藤 和孝  （有識者） 

委員   上野 真一  市民部長（市職員） 

委員   小宮 光生  総務部参事監兼行政経営課長（市職員） 

 

≪事務局≫ 

市民自治課 

 窪田 哲也 課長、田中 晃一 専門監、白鳥 康一 課長補佐、樋口 勝利 主査、 

 北口 公美子 主任主事、吉田 孝弥 主任主事、植木 翔吾 主任主事 

 商工振興課 

  中平 治 課長、山崎 悟 課長補佐、田中 文 主任主事、関根 孝太 主任主事、 

 丸山 亜紗子 主事 

 

４.次第 

（１）開会 

（２）議事 

① 審査評価表集計結果（仮）の発表 

② 委員間での意見交換 

③ 審査評価表の修正及び提出 

④ 審査評価表集計結果（最終）の配布 

⑤ 優先交渉権順位の決定 

⑥ その他 

（３）閉会 

 

５．配付資料 

（１）第２回松戸市指定管理者候補者審査委員会 タイムスケジュール 

（２）指定管理者審査評価一覧表（南部グループ）（仮） 



（３）松戸市勤労会館及び松戸市市民センター 指定管理者審査評価表 

（第１回審査委員会で各委員に採点いただいたもの） 

 

６．議事概要 

［外部委員］Ａ委員、Ｂ委員、Ｃ委員 

［内部委員］Ｄ委員、Ｅ委員、Ｆ委員 

 

① 審査評価表集計結果（仮）の発表 

 事務局より、第１回審査委員会終了時点での審査結果を報告。 

・Ａ者の合計点は、91.0点 

・最低基準である 72 点を上回っている。 

・委員全員が最低基準を上回る点を付けている。 

・各評価項目において０点を付けた委員はいない。 

 

 ② 委員間での意見交換 

 

【Ｆ委員】 

 皆様の評価を見させていただいた率直な感想は、全く評価できない０点がいなかったと

いうことかなと思っております。それと、同じ項目で０点と３点という評価の最も大きな開

きがあるものが無かったので概ね良いのかなと思います。 

 私は２ヶ所、 （２）６と （６）の 19で１点という評価をつけました。これは広報関係と、

地域経済の振興 ・雇用というところで、ちょっと評価が厳しかったのかなと思うのですが、

これは私が過去に携わった関係で、評価の見方がやや厳しかったのかなと思っているので

すが、この辺のところは皆さんと開きがあるようであれば修正をしてもいいのかなと思っ

ているところでございます。概ね大きな評価が分かれているわけではないと思っておりま

す。許容範囲なのかなというように思っております。 

【Ｄ委員】 

 こちらのＡ者は、これまでも４年間担ってきている経験もありますので、応募内容的なも

のについては実際に現実に即した内容となっているようには受け止められました。ただ予

算については当日も質問させていただきましたが、未来の経費４年分というのはなかなか

我々も含めて読めない部分があると思います。人件費・物件費等がどれくらい上がるのか、

もしくは上がらない可能性もありますけれども。当日質問させていただいた中では、人件

費 ・物件費、光熱水費等について見込みと大幅に違うような場合は、市と協議した中で何ら

かの還元を考えたいというお話もありましたので、そういうところは評価したところでご

ざいます。 

【Ｅ委員】 



 全体の評価については大きなバラつきはなかったということで私も評価しているところ

ですが、根本に立ち返ると、本来公募しているので、複数者が来てもいいのかなというとこ

ろで、１者しか応募がなかったというところと、現行の指定管理者が改めて応募されている

ということで、現行の指定管理者が有利になる部分があるのかもしれませんが、競争性が確

保されなかったということ、これは他の施設、稔台は別ですけれども、にも共通して言える

ことですが、その点で、競争性の確保された中で、さらに各委員が詳細に検証されれば、よ

り良い指定管理者が選ばれるのではないかという大きな話にはなってしまいますが、そう

いった感想でございます。 

【Ｃ委員】 

 私的にはですね、Ｆ委員さんの意見と同じ （２）６番で１点をつけております。というの

は、私は市民センターに対して少し関わりを持っておりますので、状況的には良くわかって

いるつもりであります。そこに視点をおいて評価させていただきました。 

  （１）の１番で、１を評価しておりますけども、やはり施設の設置目的を理解しているか

ということについて、私が経験している上ではなかなか見受けられないと感じられます。そ

れに宣伝広報についてもですね、やはりＦ委員の意見と同じでございます。 

 それと（６）の 18のワークバランスについてですが、雇用に関して配慮したということ

が私的には感じられませんでした。 

 ボランティアの情報提供と研修について、いろいろプレゼンされてましたが、情報提供と

研修というのは、市民センターでやっているところが見受けられないので、評価的には少し

低くさせていただきました。 

【Ｂ委員】 

 この間の審査の時も時間がかかりましたが、やはり迷うところで、消極的な意見ではない

のですが、あまり厳しくすると、本当になり手がいなくなってしまうというところも考えら

えれたりするので、実際難しいところではあるのですが、点数的には特に課題等の問題は無

いというか、Ａ者は７割超えておりまして、８割はいっていなくて少しまだ改善の余地があ

るというように受け止めていただけるといいなというところはあります。  

 ただ、パートの方がやはり中心になるので、研修について等いろいろお話はされていたの

ですが、あまり厳しくしても、変な言い方ですがマイナス面に働いてしまうのも困るなとい

うように思います。やはりモチベーションを上げていくというのはＡ者さんだけではなく

て、松戸市の方でもそういった働いている方のモチベーションが上がるようなことがプラ

スアルファ必要なのかなと感じています。やはり働く方々の精神衛生というところには、実

際に気を配っていかないとなかなか事業が円滑に進んでいくというのが難しいというよう

に感じています。 

【Ａ委員】 

 今一通りご意見ちょうだいしましたけれども、ご指摘いただいたように点数として大き

な開きがあったということではないので、皆さん基本的には評価をされているところかと



思います。個々の部分で１点という点数がつけられたりということがありましたし、ご指摘

のように市民センターが、より地域にどう浸透していけるのかということで、地域住民の

方々やそこで働く方々も含めて、まさに地域密着という気持ちをどう高めていくのかとい

うことは非常に大きな課題でして、指定管理としてうまくやっているところと、なかなか地

域への浸透が進んでいないというところとかあったりするのが一般的な傾向ではあります。

どこまで継続してできるかどうかといったことは今後の課題になってくるのかなというよ

うに思います。 

 私なりに感じたことは、先ほど競争性が無いというご指摘がありましたけど、私も同感で

やはり他者が出てくる中で、この指定管理をどのように担っていくのか、その考え方の違い

とか、コストの考え方とか、様々な部分を相互比較しながら、より良い企業 ・担い手を選ぶ

というのが本来のところで、今回の提案については一旦評価はされるところですが、もう少

し比較の中で検討できたら良かったかもしれません。この辺はなかなか手を挙げてくれる

ところが出てこないと何とも言えない部分もあります。それはまた今後の仕組みのあり方

として課題として受け止めていきたいということだと思います。 

 実はこの間も別の自治体で市民センターとか公民館の指定管理の審査をやったのですが、

やはりそこでも気になったのは、今後公共施設は地域の拠点としてどういう機能を果たし

ていけるかが、今まで以上に問われていくと思います。 

 これはある程度コミュニティでも自立をしていってもらいたいとか、地域で多様な主体

の連携等が毎回言われておりますが、これがなかなか進んでいない状況です。もっといろい

ろな立場とか、いろいろな世代が相集って交わるとか、そして願わくばそこからいろいろな

アイデアとかの動きというものが生み出されてくるような、そういう拠点性 ・拠点機能とい

うものがこれからもますます求められてくるというところがあります。そういう意味で公

共施設を、広い意味でのコミュニティ政策であるとか、或いはいろいろな民間と市との連携

をつくり出していく場として、松戸市としてトータルでどう考えていくかというような問

題にも、長い目で見ると関わってくるところかと思いますので。今すぐにということではあ

りませんが、こうした地域の拠点となりうる施設というものを、もう少し分野横断的な形で

考えていくべき課題かと思います。そういうことを今回の審査を通じて改めて実感をした

ところではあります。 

 ですから松戸市として公共施設の拠点性をどう高めていくのかという考え方がある程度

示されて、それに対して指定管理に応募する主体がそこにどう応えていくのか。今よりも一

段ワンランクアップしたような土俵の中でこの運営をどのようにしていくのかといった点

が問われてくると、さらにより良い提案が出てくるのかなと思いますので、そこを今後に向

けた課題ということで、この場で確認をさせていただけたらと思います。 

 今回手を上げていただいたところはコスト的な考え方としても、それからコミュニティ

ハブ機能ということを謳っていて、これを実際どう運用していくのかというのは進捗管理

の中でまた見ていっていただければと思いますが、一定の基準をクリアしているというこ



とを改めて確認をさせていただきたいと思います。 

 

③ 審査評価表の修正及び提出 

 

④ 審査評価表集計結果（最終）の配布 

  事務局より最終審査結果を報告。 

・Ａ者 シンコースポーツグループ 評価点数 90点 

・最低基準である 72 点を上回っている。 

・６名の委員全員が最低基準を上回る評価を行っている。 

 

⑤ 優先交渉権順位の決定 

 

採点結果を踏まえ、松戸市勤労会館及び松戸市市民センター（南部グループ）の指定管理者

の優先交渉権はシンコースポーツグループとし、この審査結果を答申することを決定。 

 

⑥ その他 

事務局より、今後の流れについて説明 

 ・審査結果を、本委員会の答申として市長に報告。 

 ・市長は、審査委員会からの答申を踏まえ応募団体に対し選定結果を文書で通知。 

 ・指定管理者候補者として、12月の松戸市議会に議案を提出。 

  ・議会に議決を経て正式に指定管理者として指定し、令和８年４月１日から指定管理者と 

して業務を行う。 

 

 各委員からの挨拶後、閉会 


	■第１回議事録（南部グループ）10p
	■第２回議事録（南部グループ）5p

